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１．利用者の登録

［帳票］>［帳票］

e-Gov情報をオフィスステーションに紐づける際に必要となる利用者登録をおこないます。

オフィスステーションに登録できる利用者情報は1つのみです。

ポイント

注意点

［帳票］アイコンが表示されていない場合、［利用者管理］にて「帳票機能の利用」が「不可」となっている可
能性があります。［利用者管理］の設定方法は以下のマニュアルをご参照ください。

● 0030｜「利用者管理」設定方法（企業版）
https://www.officestation.jp/helpcenter/757/

１.１. e-Govアカウントの取得

手順１ 帳票画面の上部に表示されているメッセージ内の［利用者登録・編集］をクリックしま

す。

※帳票画面の上部に『e-Govの利用者登録が完了していません。利用者登録・編集より

e-Govアカウント生成に使用したメールアドレスを登録してください。』というメッ

セージが表示されていない場合、新e-Govの事前準備は完了しています。なお、e-

Govアカウントをすでにお持ちの場合、この操作は不要です。

※e-Govや、他ソフトで電子申請した情報については、オフィスステーションで確認す

ることはできません。e-Govのアプリケーションからご確認ください。

https://www.officestation.jp/helpcenter/757/
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手順２ ［e-Govアカウントの作成はこちら］をクリックすると、「e-Govのサイト」が開きます。

その後の操作手順については、以下のマニュアルをご参照ください。

● 0107｜e-Govアカウント取得方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/

参照マニュアル

１.２. 利用者の登録

手順１ ［歯車（⚙）マーク］＞［利用者登録・編集］をクリックします。

補足

［公文書受信一覧］は委託先社労士を登録している場合のみ活性化します。
委託していない場合は、グレーアウトしています。

https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/
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手順２ e-Govへログイン時に使用しているメールアドレスを入力し、［送信］をクリックしま

す。
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手順３ e-Govアカウント情報を入力し、［ログイン］をクリックします。

「GビズID」などのアカウントでログインする場合は、画面下部の「または以下のアカ

ウントでログイン」から操作してください。

手順４ 「登録しました。」と表示されると、操作は完了です。
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Q. e-Govアカウントは新たに取得する必要
がありますか？

A. すでにe-Govアカウントをお持ちの方は、新た
にe-Govアカウントを取得する必要はありませ
ん。
取得済みのe-Govアカウント情報を使用して、
e-Govの「利用者登録」をおこなってください。

Q. 複数担当者がいる場合、登録できます
か？

A. オフィスステーションに登録できるe-Govアカ
ウントは１つのみですが、電子証明書の登録
は複数おこなえます。詳細は以下のマニュア
ルをご参照ください。

●0176｜複数担当者がいる場合のe-Gov「利用
者登録」方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/8718/

Q. e-Govの「利用者登録」が完了してい
るかどうか確認できますか？

A. e-Govの「利用者登録」操作が完了しているか
どうかは、［帳票］画面にて確認できます。
帳票画面上部に『e-Govの利用者登録が完了し
ていません。利用者登録・編集よりe-Govアカ
ウント生成に使用したメールアドレスを登録
してください。』というメッセージが表示さ
れていない場合、e-Govの「利用者登録」操作
は完了しています。

https://www.officestation.jp/helpcenter/8718/
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ヘルプセンター：https://www.officestation.jp/helpcenter/

関連マニュアル検索ワード（URL）一覧

0107｜e-Govアカウント取得方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/

7

0108｜e-Gov「利用者登録・編集」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/8487/

https://www.officestation.jp/helpcenter/8469/
https://www.officestation.jp/helpcenter/8487/
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２．電子証明書の登録

［帳票］＞［帳票］

手順１ ［⚙（歯車マーク）］をクリックします。

「e-Gov」の場合、［証明書追加］をクリックします。

「マイナポータル」の場合、［利用者登録］をクリックします。

e-Govおよびマイナポータルで使用するファイル形式の電子証明書をオフィスステーションに登録し

ます。

注意点

・一括申請や他の手続きを電子申請する場合は、本操作をおこなってください。
※協定届・就業規則のみの場合、電子証明書の登録は不要です。

・ファイル形式の電子証明書のみ登録できます。取得方法は認証局のHPをご確認ください。
・「GビズID」をご利用の場合、一部の手続きでは電子証明書を登録しなくても電子申請が可能です。

電子証明書の登録が不要な手続きの場合、こちらの操作は必要ありません。

ポイント

e-Govとマイナポータルでそれぞれ電子証明書を登録する場合、同じ電子証明書をご使用いただいて問題ありま
せん。
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●マイナポータルの場合

［ファイルの選択］をクリックし、証明書をアップロードします。

「PINコード(パスワード)」「申請者の電話番号」「申請者のメールアドレス」を入力し、

［送信］をクリックします。

手順３ e-Govの場合、「証明書を追加しました。」と表示されると、登録完了です。

マイナポータルの場合、「利用者登録」画面に「利用者登録が完了しました。」と表示

されると、登録完了です。

用語集

PINコード

電子証明書を発行した際に登録した電子証明書パスワードです。
「PINコードをシステムに保管する」にチェックすると、電子申請時にPINコードを入力する手間が省けます。

● e-Govの場合

［ファイルの選択］をクリックし、証明書をアップロードします。

「追加する証明書のPINコード(パスワード)」を入力し、［送信］をクリックします。

手順２
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Q. 「その証明書の名称は既に使用されています」とエラーが出ました。

A. 登録済みの電子証明書と同じファイル名の電子証明書は追加できません。
ファイル名を変更した上で、［証明書追加］から操作をしてください。
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関連マニュアル検索ワード（URL）一覧
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0094｜電子証明書更新方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/1501/

0104｜電子証明書登録方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/1133/

1253｜電子「証明書削除」方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/65295/

https://www.officestation.jp/helpcenter/1501/
https://www.officestation.jp/helpcenter/1133/
https://www.officestation.jp/helpcenter/65295/
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３．就業規則の登録

［帳票］＞［帳票］

就業規則や規程をオフィスステーションで作成します。

作成済みの就業規則や規程ファイルをオフィスステーションに取り込む場合は、「６.２. 作成済み就

業規則・規程の取込」をご参照ください。

３.１. 就業規則・規程の作成

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［就業規則の登録］をクリックします。
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手順３ ［新規作成］をクリックします。

ポイント

「事業場」の情報は以下の３カ所から自動反映しています。

・［企業設定］に登録している情報
・［他事業所管理］に登録している情報
・［工事台帳］に登録している情報
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手順４ オフィスステーションにて1から作成する場合は、「オフィスステーションで作る」を選

択し、［選択］をクリックします。

すでに作成済みのファイルをアップロードする場合は、「６.２. 作成済み就業規則・規

程の取込」をご参照ください。

手順５ ［事業場を選択］をクリックします。
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手順６ 就業規則や規程を作成する事業場の情報を選択し、［選択］をクリックします。

手順７ 作成する就業規則や規程の「版」を入力し、「タイトル」へシステム内で管理する名称

を入力します。

入力内容は申請内容には反映せず、就業規則・規程管理画面に表示します。
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手順８ 就業規則や規程の内容を入力、設定します。

※各ボタンの詳細については、次頁以降をご確認ください。

ポイント

「就業規則・規程作成」画面では、ショートカットキーを利用することができます。
利用できるショートカットキーについては、［？］をクリックすると、確認できます。

セクションの位置を変更する場合は、カーソルを合わせ、 をドラッグ＆ドロッ
プします。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

分類 セクション

セクションを削除します。

×

⑪

クリックすると、元に戻る／先に進
みます。

↶／↷
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①追加

クリックすると、フォームを追加することができます。
初めて追加する場合は「未分類」、追加したことがあ
る場合は「前回追加した分類」でフォームが追加され
ます。
「章」や「節」など分類を指定して追加希望の場合は
［追加］ 右横の［▼（三角）］をクリックし、指定し
ます。

補足

入力フォームにカーソルを合わせ［追加］をクリックすると、分類を指定してフォームを追加することも
できます。
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②一括分類変更

分類を変更したい入力フォームを左クリックで選択し、［一括分類変更］をクリックし、分類を選択
します。
一括で変更を希望の場合は［ctrl］キーを押しながら、 分類を変更したい入力フォームを左クリック
することで、複数の入力フォームを選択することができます。

補足

分類を変更したい入力フォームの左部に表示されている［分類］をクリックし、分類を選択し変更することも
できます。
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③分類設定

「分類」の名称や、表示内容などを、設定することができます。

［分類設定］をクリックし、分類を設定後［適用］をクリックします。

項目名 詳細

分類 入力フォームを追加時などに表示される分類を設定できます。

文字列
表示させる文字列を設定できます。「アルファベット」や「イロハ」など
で表示することも可能です。

表示 「文字列」で設定した内容を確認できます。

インデント（字下げ） 分類を設定した文字数分、右へずらし表示できます。

採番方法
条文番号を自動で割り当てる方法を、「通し番号で採番する」「セクショ
ンが連続しない場合は採番をリセットする」から選択します。

初期値
各分類の最初（上段）に表示する初期値を設定できます。
※ 「アルファベット」や「イロハ」で表示する場合も、数字で設定しま
す。

削除 削除することができます。
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④一括削除

削除したい入力フォームを左クリックで選択し、［一括削除］をクリックすると削除できます。

一括で削除を希望の場合は［ctrl］キーを押しながら、削除したい入力フォームを左クリックするこ
とで、複数の入力フォームを選択することもできます。

⑤差分チェック

ほかの規程がある場合、作成中の規程との比較ができます。
比較する規定を選択し、［選択］をクリックします。
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差分がある箇所の背景色がオレンジ色で表示されます。

⑥引用

登録しているテンプレート、もしくは既存の規程
がある場合、内容を引用できます。

⑦置換

作成している就業規則や規程の一部文言を置き換
える場合、クリックします。

「検索する文字列」に置き換えたい文字、「置換後の文字列」に置き換え後の文字を入力します。
［前へ］［次へ］をクリックすると、「検索する文字列」が使用されている箇所を確認できます。
「検索する文字列」が使用されている箇所は、入力フォームにて青色にドラッグされています。

入力フォームにて青色にドラッグされている部分のみ置き換える場合は、［置換］をクリックします。
「検索する文字列」にて入力した文字列すべてを置き換える場合は、［すべて置換］をクリックしま
す。
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⑧ PDFプレビュー

クリックすると、作成した規程をプレビュー表示
します。

⑨取込

ほかのツールで作成済みの規程を取り込む場合、
クリックします。

取り込みたい規程の文書を入力、もしくはコピー&ペーストし、［次へ］をクリックします。

表示されている内容で問題なければ、［取込］をクリックします。
分類を変更する場合、［分類設定］から変更もできます。
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⑩参照タグの挿入

入力フォームにカーソルを合わせ［参照タグの挿入］をクリックします。
「( 〇〇〇 を参照 )」と表示させたい参照箇所を選択し、［選択］をクリックします。

⑪表

入力フォームにカーソルを合わせ［表］をクリックします。
カーソルを移動し、何列、何行の表を挿入するのか決め、左クリックすると表を挿入できます。

補足

表の挿入後、表にカーソルを合わせると、列と行の挿入や削除をおこなうことができます。
※列の挿入は、最大5列までです。
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手順９ 入力、設定が完了したら、［保存する］をクリックします。

チェックを入れて保存すると、テン
プレートとして登録できます。

テンプレートに登録

手順 10 「保存しました」と表示されたら、就業規則や規程の作成は完了です。
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３.２. 作成済み就業規則・規程の取込

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［就業規則の登録］をクリックします。

すでに作成済みの就業規則や規程ファイルをオフィスステーションに取り込みます。

オフィスステーションで作成する場合、「６.１. 就業規則・規程の作成」をご参照ください。
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手順３ ［新規作成］をクリックします。

ポイント

「事業場」の情報は以下の３カ所から自動反映しています。

・［企業設定］に登録している情報
・［他事業所管理］に登録している情報
・［工事台帳］に登録している情報
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手順４ 「ファイルをアップロードする」を選択し、［選択］をクリックします。

手順５ ［事業場を選択］をクリックします。
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手順６ 就業規則や規程を取り込む事業場の情報を選択し、［選択］をクリックします。

手順７ ［ファイルの選択］をクリックし、就業規則や規程のファイルを選択後、［アップロー

ド］をクリックします。

表示されているファイル名が、就業規則・規程管理画面の一覧にタイトルとして表示さ

れます。
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手順７ ［保存する］をクリックします。

手順８ 「登録内容を保存しました。」と表示され、就業規則・規程管理画面の一覧に反映され

たら、取り込みは完了です。
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0150｜「就業規則・規程」作成方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/18516/

0153｜作成済み就業規則・規程の取込方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/21803/

https://www.officestation.jp/helpcenter/18516/
https://www.officestation.jp/helpcenter/21803/
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４．就業規則の管理

［帳票］＞［帳票］

オフィスステーションに登録した就業規則や規程の改訂や版などを管理します。

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［就業規則の登録］をクリックします。

４.１. 改訂版の作成
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手順３ 改訂をおこなう就業規則・規定の［改訂版を作成］をクリックします。

手順４ 「版」には、現在の「版＋1」の値が自動で反映されます。

［改訂版一覧］をクリックすると、改訂版の一覧を確認できます。

変更が必要な場合、「版」「タイトル」を修正します。
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手順５ 表示されている既存の内容を編集し、［保存する］をクリックします。

編集方法は「６.１. 就業規則・規程の作成」をご参照ください。

手順６ 「保存しました」と表示されたら、改訂版の作成は完了です。

● 0154｜「就業規則・規程」管理方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/22110/

参照マニュアル

https://www.officestation.jp/helpcenter/22110/
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５．就業規則の電子申請

［帳票］＞［帳票］

就業規則・規程の電子申請をおこないます。

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

５.１. 就業規則や規定の電子申請

手順２ ［就業規則の申請］をクリックします。
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手順３ ［事前準備を開始］をクリックします。

手順４ 申請対象の事業場の「選択」列を選択し、［保存して次へ］をクリックします。

※事業場を複数選択する場合、意見書の作成は従業員へのフォーム送信となります。

管理者にて意見書を入力する場合は1事業所のみ選択してください。
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手順５ 申請に適用する就業規則・規定の「選択」列をチェックし、［保存］をクリックします。

［規定を登録・修正］をクリックすると、「就業規則・規程管理」画面に遷移し、就業

規則の編集が可能です。

注意点

・状況が「作成済」の就業規則・規程のみ表示されます。
・申請対象以外の事業場に対して作成した就業規程も選択可能です。

手順６ ［意見書を作成する］をクリックします。
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手順７ 管理者にて意見書を作成する場合、「管理者が入力する」を選択します。

従業員から意見書を収集する場合、「５.３. 従業員からの就業規則意見書収集」の「手

順 ４」以降をご参照ください。

手順８ 意見書の内容を入力し、［入力内容の確認］をクリックします。

注意点

意見書の項目はすべてが必須項目です。

クリックすると、「意見なし」
と自動で入力します。

意見なしと入力

クリックすると、［台帳管理］に登
録している従業員を選択できます。

従業員を選択
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手順９ 内容を確認し、［保存して申請情報の入力へ］をクリックします。

手順 10 必要な情報を入力し、［入力内容の確認］をクリックします。

※「●」は必須項目です。
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手順 11 入力内容を確認します。

入力内容を保存のみおこなう場合は、［保存して一覧へ戻る］をクリックします。

入力内容を保存し、電子申請へ進む場合は、［保存して電子申請へ］をクリックします。

ポイント

[保存して一覧へ戻る］をクリックした場合、「電子申請・事前準備」画面に戻り、「保存しました。」と表示
されます。保存した情報で電子申請をおこなう場合、「選択」列にチェックし、［電子申請］をクリックすると
「手順 12」以降と同じ操作で電子申請をおこなえます。
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手順 12 各項目を入力、確認し、［内容を確認する］をクリックします。

● 1478｜【電子申請】基本情報入力
https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/

参照マニュアル

手順 13 内容を確認後、［次へ］をクリックします。

クリックすると、申請データを登録し、
一括で電子申請をおこなえます。

一括申請登録

クリックすると、添付書類を追加
できます。

ファイルの選択

手順 14 ［申請する］をクリックします。

https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/
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注意点

添付書類欄の「アップロード可能ファイル」に表示されているファイル形式は、電子申請時に利用できるファイ
ル形式ではなく、オフィスステーションにアップロードできるファイル形式です。
電子申請時に利用できるファイル形式は、手続き（帳票）ごとに異なります。
e-Govホームページをご確認ください。

手順 15 「電子申請が完了しました。」と表示されたら、電子申請は完了です。

ポイント

オフィスステーションにて就業規則を作成した場合、HTMLファイルで自動的に就業規則が添付されます。
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５.２. 就業規則や規則の一括申請

［帳票］＞［帳票］

「５.１. 就業規則や規定の電子申請」の「手順 14」にて［一括申請登録］をクリックした就業規則

の電子申請をおこないます。

手順１ ［一括申請一覧］をクリックします。

手順２ 一括申請に登録した手続きの一覧が表示されます。

一括申請をおこなう手続きの「選択」列にチェックし、［一括申請］をクリックします。

クリックすると、申請内容の詳細を
確認、編集できます。また、チェッ
ク状況を管理できます。

申請内容確認

クリックすると、「チェック」の名
称を変更できます。

⚙（歯車マーク）

注意点

協定届・就業規則以外の手続きも含めて一括で申請をおこなう場合、電子証明書の登録が必要です。
「２．電子証明書の登録」をご参照ください。
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手順３ 選択している手続きに誤りがないか確認し、［申請］をクリックします。

手順４ 画面上部に「〇件の送信を開始しました。」と表示され、一覧の「送信状況」列が「送

信中」となります。一覧に表示されなくなると、一括申請は完了です。

補足

オフィスステーション以外で就業規則を管理し
ている場合、［帳票］＞ ［帳票］＞ ［就業規
則・規程］＞［電子申請］から申請できます。
詳細は以下のマニュアルをご参照ください。

● 0151｜「就業規則・規程」申請方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/18602/

https://www.officestation.jp/helpcenter/18602/
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５.３. 従業員からの就業規則意見書収集・確認

［帳票］＞［帳票］

就業規則の作成後、従業員から意見書を収集します。

「５.１. 就業規則や規定の電子申請」の「手順 ７」にて「管理者が入力する」を選択した場合、本操

作は不要です。

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［就業規則の申請］をクリックします。

５.３.１. 従業員への意見書収集
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手順３ 意見書を作成する事業場の「意見書」欄の［未作成］をクリックします。

手順４ 「意見書の入力方法」にて、「フォームを送信して従業員から回答を収集する」を選択

します。
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手順５ ［従業員を選択］をクリックし、意見を収集する従業員を選択します。

対象の従業員を選択後、［選択］をクリックします。

手順６ オフィスステーションで就業規則を作成している場合、［差分を自動生成］をクリック

します。

注意点

メールアドレスの登録がない従業員は選択できません。



OFS082385

５．就業規則の電子申請 ver.01-2

47

補足

独自で差分ファイルを作成している場合、［ファイルの選択］から添付するPDFファイルを選択します。
選択してファイルが表示され、［ファイル名変更］をクリックすると、ファイル名を変更できます。
［×］をクリックすると、差分ファイルを削除します。
このあとの操作は「手順 10」以降をご参照ください。

手順７ ［選択］をクリックし、比較対象の就業規則選択し、［選択］をクリックします。
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手順８ ［生成］をクリックします。

手順９ 差分ファイルが作成されます。

［タイトル変更］をクリックすると、タイトルが変更できます。

［×］をクリックすると、差分ファイルを削除します。

手順 10 依頼メールに追記する内容がある場合、入力します。
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手順 11 各項目の入力、設定後、［入力内容の確認］をクリックします。

手順 12 内容を確認し、問題なければ［送信］をクリックします。

手順 13 「対象従業員のメールアドレスへ意見収集フォームを送信しました。」と表示されると、

操作は完了です。

補足

従業員側の意見書の入力方法は、以下のマニュアルをご参照ください。

● S1593｜就業規則への意見収集フォーム提出方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/106917/

https://www.officestation.jp/helpcenter/106917/
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５.３.２. 従業員からの意見書の確認

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［就業規則の申請］をクリックします。
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手順３ ［収集済 (未確認)］をクリックします。

手順４ 内容を確認し、問題なければ［入力内容の確認］をクリックします。

クリックすると、従業員への意見書入力の依頼を取り下げます。
依頼済みの場合、送信した情報と意見の内容は破棄され、従業員も意見収集
フォームのURLにアクセスできなくなります。

取り下げ
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手順５ ［保存して申請情報の入力へ］をクリックします。

このあとの操作は「５.１. 就業規則や規定の電子申請」の「手順 10」以降をご参照くだ

さい。
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0151｜「就業規則・規程」申請方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/18602/

1314｜「就業規則・規程」電子申請準備方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/69960/

1478｜【電子申請】基本情報入力（e-Gov）

https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/

1603｜従業員からの就業規則意見書収集方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/107606/

S1593｜就業規則への意見収集フォーム提出方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/106917/

https://www.officestation.jp/helpcenter/18602/
https://www.officestation.jp/helpcenter/69960/
https://www.officestation.jp/helpcenter/93324/
https://www.officestation.jp/helpcenter/107606/
https://www.officestation.jp/helpcenter/106917/
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６．就業規則の従業員への公開

［帳票］＞［帳票］

登録した就業規則や規程を従業員へ公開します。

手順１ ［就業規則・規程］をクリックします。

手順２ ［従業員への公開］をクリックします。
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手順３ 公開設定をおこなう就業規則の「公開設定」欄の［変更］をクリックします。

一括で操作を行う場合は、公開設定をおこなう事業場の「選択」列にチェックし、［公

開設定］をクリックします。

※「申請状況」や「公開状況」については、［？（はてなマーク）］をクリックすると、

詳細が確認できます。
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手順４ 各項目を設定し、［変更］をクリックします。

各項目の詳細は次頁の表をご参照ください。
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項目名 詳細

公開区分

・非公開
公開をおこないません。（初期状態は「非公開」です。）

・従業員マイページで公開
「公開期間」「公開範囲」「差分の公開」「公開時の従業員へのメール通知」が
設定可能になります。

・オフィスステーション以外で公開
従業員マイページを使用せず、独自のURLなどで公開する場合に設定します。
「公開期間」のみ設定可能になります。

公開期間

「従業員マイページで公開」の場合、設定した開始日になると、従業員マイペー
ジへ自動で公開され、終了日を過ぎると非公開になります。
「オフィスステーション以外で公開」の場合、設定した開始日に自身で公開して
ください。
［？（はてなマーク）］をクリックすると、公開期間についての詳細を確認でき
ます。
※開始日は必須入力です。

公開範囲
［変更］をクリックすると、公開する事業場の追加、社員区分の指定、従業員の
追加の設定ができます。
就業規則が適用されていない事業場・従業員にも公開可能です。

差分の公開

オフィスステーションで改定前、改定後いずれも作成している場合、自動で差分
ファイルを生成します。［タイトル変更］からタイトルが変更できます。
独自で作成したものをアップロードしている場合、［ファイルを選択］をクリッ
クし、独自で作成した過去の就業規則との差分ファイルを添付できます。

公開時の従業員
へのメール通知

公開時に従業員へメール通知する場合、「通知する」を選択します。
翌日以降を「公開期間」の開始日に設定した場合、公開日当日9：00にメール通
知します。

手順５ 「公開設定を変更しました。」と表示されると、従業員への公開は完了です。

補足

従業員マイページでの就業規則の確認方法は、以下のマニュアルをご参照ください。

● S1594｜就業規則・規程確認方法
https://www.officestation.jp/helpcenter/107173/

https://www.officestation.jp/helpcenter/107173/
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S1594｜就業規則・規程確認方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/107173/

1592｜「就業規則・規定」従業員への公開方法

https://www.officestation.jp/helpcenter/106806/

https://www.officestation.jp/helpcenter/107173/
https://www.officestation.jp/helpcenter/106806/


機能リリースにより画面が一部異なっていることもあります。
あらかじめご了承ください。


